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２．施策の事業費

３．施策の達成状況

6,898

59.2

町有財産(土地・建物)管理事務

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

2018年度決算

（１）施策の達成度とその考察

65.8

成果指標
設定の考え方

住民意識調査 62.177.7

施策事業費　(千円）

2021年度決算

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2021年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み

根拠
（理由）

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業
の企画実施で目標達成は可能

都市計画変更・決定事務

6

課長名

快適な都市環境づくりの推進
施　策　名

4-2-1

15

施策番号

2022

基本目標

佐藤季之都市経営課

自然と共生する災害に強い安全・安心のまちづくり

作成：

内　線

有効な土地利用の推進
政策名

252

意図

市街地の空き地や未利用地を減らし、町有地
の空き地・未利用地について有効活用をすす
めます。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標2020年度実績

①市街化区域内の空き地や未利用地
を減らし、人口動態に適切に対応した
土地利用を図る
②町有地の空き地・未利用地を解消し
有効活用を図る

施策関係課 政策推進課

結果

2021年度実績

主　管　課

説明

①広義：町全
域のうち都市
計画区域
②狭義：町有
地（公共用地）

対象

計画的な土地利用による自然と調
和した快適なまち

１．施策の方針と成果指標

戸 6,775 6,939
町住民税務課
（旧税務課）デー
タより

2019年度決算

16,653

0.8352

17,821

1.8506 0.7836

①住宅戸数を増加させる施策を講じる必要があることから成果指標に設定し、年平均30戸の増加を見込み、目
標値を目指すもの。
②まち並みに対する町民の満足度を向上させる施策を講じる必要があることから成果指標に設定し、段階的に
向上させ、目標値を目指すもの。（※住民意識調査の回答項目を5択→4択に変更）

2020年度決算

成果指標

市街化区域内の住宅戸数

2019年度実績

成果は低下した

「まち並が整っていて機能
的なまち」と思う町民の割
合

80.0％

6,958 6,920

72,780

開発行為・許可事務

●定住促進及び空洞化防止
→土地の有効活用では、町有地を売却し民間による宅地分譲により、子育て世帯を中心に建築確認申請件数
（年平均で約90件）を維持してきた。
●町有地（未利用地）の有効活用
→未利用地活用の方向性を定め、民間への売却により有効活用を図ることができた。

①2021年度
の成果評価
（前年度との比較）

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①住宅に関する補助・奨励制度の周知による利用促進を
図り、目標を達成している。
②都市計画マスタープラン等を推進することで、目標達成
を目指す。

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

34,708

成果は変わらなかった
①成果は向上(予測)→民間ベースに増加傾向
②前年度から低下→特段の理由なし

2.1222



４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．経営戦略会議（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない又は維持した

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない又は維持した

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

Ａ：実現した　　　　　　　Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した　　　　Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した
Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない又は維持した　　　　　　　　　　　　Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

担当課
評価

未利用町有地の売却など、有効活用は進んでおり、前進したと判断
する。

A B C D E

進捗結果 ○

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する
意見

まちなか再生事業においても、都市計画の視点が必要になります。
担当課間で情報共有し、推進してください。

評価

DB

○

●中心市街地の空洞化防止策（都市計画変更・決定事務）
　少子高齢化や人口減少に伴い、空き地、空き家、空き店舗などが増加しており、中心市街地の活性化を図るべく、都市機能の集
約とまちなか居住を推進する。
●公共未利用地の有効活用（町有財産（土地・建物）管理事務、土地利用に関する事務）
　町の管理経費の削減及び財源確保の観点から、さらなる公共未利用地の活用を進める。
●公共施設の適正配置及び施設移転後の土地利用計画（都市計画変更・決定事務、町有財産（土地・建物）管理事務、土地利用
に関する事務）
　公共施設利用者の利便性・動線、また跡地利用を考えた配置計画が必要であり、公共ファシリティマネジメントの考え方により、
機能や規模、施設配置を検討する。車両管理センター及び公園管理事務所移転後の跡地の利活用計画を策定する。

進捗結果
成果指標等から、前進したと評価する。評価

A

○進捗結果
担当課評価、庁内評価同様に、前進したと評価する。

A B

・ターゲットを分析し、他課と連携していくべき
・街中や商業施設に対し、次世代への円滑な移り変わりに対する行
政支援
・将来を見越したアナウンスをするべき
・現状把握のため、民間不動産会社と情報共有し、固定資産税等の
通知に併せて案内する等、所有者にアナウンスした方が良い

今後の取組
に対する
意見

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果（計画策定時との比較）

≪施策を取り巻く状況≫
・公共施設跡地の宅地分譲では、子育て世帯に対する優遇制度や建築協定（ルール）を設けたことから、住宅戸
数の増加や景観に配慮された住宅団地が形成された。
≪今後の予測≫
・都市機能の集約化及び中心市街地の空洞化防止策を推進し、高齢者や子育て世代が安心して生活できる利
便性が高い機能的な街並みの整備、公共施設等の効果的な施設配置、町有未利用地の活用方針を定め、有効
な土地利用を引き続き進める。

施策を取り巻く状
況と今後の予測

C E

EC

・中心市街地に空き地、空き家、空き店舗が集中しているので、その対策を進める必要がある。
・空き地・空き家等の問題は、担当課のみではなく、関係課が連携して取り組む必要がある。

D


